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例
年
、
会
場
は
大
変
混
み
合
い
ま

す
。
時
間
・
期
日
に
余
裕
を
持
っ
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
こ
ん
な
場
合
は
申
告
を

こ
こ
で
掲
げ
て
い
る
も
の
は
、
主

な
例
で
す
。

①
営
業
、
農
業
、
そ
の
他
の
事
業
所

得
が
あ
る

②
家
賃
、
地
代
な
ど
の
所
得
が
あ
る

③
給
与
の
ほ
か
に
所
得
が
あ
る

④
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
取

っ
て
い
る

⑤
生
命
保
険
の
満
期
や
解
約
な
ど
の

所
得
が
あ
る

⑥
株
式
な
ど
の
配
当
所
得
が
あ
る

⑦
所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い

な
い
日
雇
い
賃
金
な
ど
を
受
け
取

っ
て
い
る

⑧
土
地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
が

あ
る

⑨
公
的
年
金（
厚
生
年
金
・
国
民
年

金
・
共
済
年
金
）な
ど
の
所
得
が

あ
り
、
社
会
保
険
料
な
ど
の
控
除

を
受
け
る

■
申
告
は
こ
ち
ら
で

●
期
間

２
月

日
昇
～
３
月

日

１６

１５

捷（
松
掌
を
除
く
）

〈
刈
谷
税
務
署
〉

２
月

日
掌
・

日
掌
も
開
設
し

２１

２８

ま
す
。
確
定
申
告
の
還
付
申
告
は
１

月
４
日
捷
か
ら
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

※
２
月

日
・

日
は
、
税
金
の
納

２１

２８

付
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
時
間

午
前
９
時
～
午
後
５
時

〈
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〉

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（h

ttp
:/
/

w
w

w
.n
ta

.g
o
.jp

）の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
、
確
定
申

告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

刈
谷
税
務
署（
緯

〈

〉６
２
１
１
）

２１
〈
市
役
所
申
告
相
談
会
場
〉

確
定
申
告
書
・
市
県
民
税
申
告
書

が
す
べ
て
記
入
し
て
あ
る
場
合
は
、

投
か
ん
箱
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
確

定
申
告
書
の
場
合
、
必
要
な
資
料
の

添
付
と
控
え
（
３
枚
目
）の
取
り
忘
れ

が
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
市
役
所
で
受
け
付
け
で
き
な
い
人

次
の
①
～
④
の
人
は
、
刈
谷
税
務

署
へ

①
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産

所
得
が
あ
る
人

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
確
定

申
告
す
る
人

③
土
地
、
家
屋
、
株
式
な
ど
の
譲
渡

所
得
、
申
告
分
離
配
当
、
先
物
取

引
に
よ
る
雑
所
得
が
あ
る
人

④
贈
与
税
、
相
続
税
、
消
費
税
の
申

告
を
す
る
人

●
時
間

午
前
９
時
～
午
後
４
時

●
相
談
方
法

受
付
で
申
告
に
必
要

な
も
の
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
確
認
し
、

相
談
は
受
付
番
号
順
に
受
け
ま
す
。

２
月

日
昇
～

日
晶
は
税
理
士
も

１６

２６

申
告
相
談
を
受
け
ま
す
。

※
今
年
は
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
コ
ー
ナ

ー
を
設
置
し
ま
せ
ん
。

〈
出
張
申
告
相
談
会
場
〉

出張申告相談会場一覧
ところとき

北部公民館２月２日昇

・３日昌

南部公民館２月４日昭

・５日晶

桜井福祉センター
※公民館ではありません。

２月９日昇

・１０日昌

※いずれも午前９時～午後４時。

■高齢者の障害者控除
　障害者控除は、療育手帳や身体障害者手

帳の交付を受けていなくても、６５歳以上で

要介護認定１～５の人は、社会福祉事務所

長から障害者控除対象認定書の交付を受け

れば障害者控除の対象になります。

■おむつ代の医療費控除
　おむつ代の医療費控除を申告するには、

医師が発行したおむつ使用証明書と、おむ

つ代の領収書が必要です。

　なお、要介護認定を受け、昨年も申告し

た人は、市発行の確認書で使用証明書にか

えることができる場合があります。

●申請　いずれも、介護保険証を持って社
会福祉課へ。確認書、認定書は後日郵送
※郵送まで１週間程度かかります。
●問い合わせ　社会福祉課（緯〈７１〉２２２３）
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　■問 諮市民税課（緯〈７１〉２２１４）

 

た
人
が
該
当
）も
同
様
の
仕
組
み
に

変
更
と
な
り
ま
す
。

●
方
法
　

確
定
申
告
か
年
末
調
整
で
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
申
告

※
別
途
、
市
に
申
告
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

■
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て

　
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
の
課
税

方
法
は
原
則
総
合
課
税
で
す
が
、
平

成
　

年
１
月
１
日
以
降
支
払
い
を
受

２１
け
る
も
の
は
、
申
告
分
離
課
税
の
選

択
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
申
告
分
離
課
税
を
選
択
す
る
と
、

配
当
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失

と
の
損
益
通
算
や
繰
越
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
申
告
書
を
発
送
し
ま
す

　
昨
年
の
状
況
に
基
づ
き
、
２
月
上

旬
に
刈
谷
税
務
署
か
ら
申
告
書
を
送

付
し
ま
す
。
届
か
な
い
場
合
は
、
同

署
管
理
運
営
部
門
（
緯
〈
　

〉
６
２
１

２１

１
）へ
問
い
合
わ
せ
く
さ
だ
い
。

※
平
成
　

年
分
の
確
定
申
告
を
次
の

２０

方
法
で
提
出
し
た
人
に
は
、
確
定

申
告
書
の
送
付
は
し
ま
せ
ん
。

・
電
子
申
告
（
ｅ
ー
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
を
利
用

し
た
人

・
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
確
定
申

告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
し
た
人

・
税
務
署
の
申
告
会
場
で
、
パ
ソ
コ

ン
を
利
用
し
て
提
出
し
た
人

・
そ
の
他
の
会
場
で
、
国
税
庁
の
ソ

フ
ト
を
使
用
し
て
提
出
し
た
人
　

※
申
告
相
談
会
場
に
は
、
申
告
書
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

■
申
告
に
は
何
が
必
要
？

①
申
告
書
（
事
前
に
届
い
た
も
の
が

　
あ
る
場
合
）

②
収
入
金
額
の
わ
か
る
も
の
（
源
泉

　
徴
収
票
な
ど
）

③
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

④
生
命
保
険
・
地
震
保
険
・
損
害
保

　
険
の
支
払
証
明
書

⑤
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
税

　
な
ど
）の
納
付
額
証
明

⑥
認
め
印

⑦
昨
年
の
申
告
書
の
控
え

⑧
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配

当
所
得
を
申
告
す
る
場
合
は
、
配

当
金
の
支
払
通
知
書

　
そ
の
ほ
か
に
次
の
も
の
が
必
要
な

場
合
も
あ
り
ま
す
。

配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
を

受
け
る
が
配
偶
者
に
収
入
が
あ
る
糸

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
わ
か
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

所
得
税
が
還
付
に
な
る
糸
還
付
先
口

座（
申
告
者
本
人
名
義
）の
金
融
機
関

名
、
支
店
名
、
口
座
番
号
の
わ
か
る

も
の

■
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
額

証
明
書

　
該
当
者
に
は
、
市
か
ら
直
接
送
付

し
ま
す
。

　
な
お
、
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ

て
い
る
人
は
、
源
泉
徴
収
票
に
納
付

額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額
証
明

書
は
、
刈
谷
社
会
保
険
事
務
所

（
緯
〈
　

〉
２
１
５
９
）
か
ら
送
付
さ

２１

れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　

国
保
年
金
課（
緯

〈
　

〉２
２
３
０
）

７１市
県
民
税
の
主
な
改
正
点

　
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
創
設

●
対
象
　
平
成
　
年
か
ら
平
成
　
年

２１

２５

ま
で
に
入
居
し
た
人
の
う
ち
、
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
者

●
内
容
　

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
小

さ
い
額
を
、
個
人
住
民
税
か
ら
控
除

①
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能

額
の
う
ち
、
所
得
税
に
お
い
て
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
額

②
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
の
５

％
の
額（
９
万
７
５
０
０
円
を
上

限
）

●
方
法
　

確
定
申
告
か
年
末
調
整
で
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
申
告

※
別
途
、
市
に
申
告
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

■
既
存
の
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除
の

改
組

　
前
記
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
創
設

に
伴
い
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
平
成

　
年
か
ら
平
成
　

年
ま
で
に
入
居
し

１１

１８


